
第１５号議案

   中間市普通河川管理条例の一部を改正する条例

この条例を別紙のとおり制定することについて、地方自治法第９６条第１項第１号の規定

により、議会の議決を求める。

  平成２９年２月２８日提出

中間市長  松下 俊男  



   中間市普通河川管理条例の一部を改正する条例 

中間市普通河川管理条例（昭和31年中間市条例第18号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「定」を「定め」に、「普通河川」を「、普通河川」に、「取締り」を「取り締

まり」に改める。 

第２条中「条例で」を「条例において」に、「生ずる」を「生じる」に、「若しくは」を

「、若しくは」に、「堤防、護岸、水利、樋管、閘門、堰等の付属物」を「当該普通河川に

附属する工作物その他の物件又は施設等」に改める。 

第３条第１号中「又は」を「、又は」に改め、同条第２号中「砂れき」を「砂利」に、

「塵芥、」を「ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他」に改め、「汚物」の次に「又は廃物」を

加え、「放棄する」を「捨てる」に改め、同条第３号中「外」を「ほか」に改める。 

第４条を次のように改める。 

（許可を要する行為） 

第４条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、

他の法律等により許可を受けたものは除く。 

(１) 普通河川の流水を占用すること。 

(２) 普通河川の敷地を占用すること。 

(３) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除去すること。 

(４) 普通河川の敷地において、土砂又は芝を採取すること。 

(５) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更す

ること。 

(６) 普通河川の敷地において、土、汚物、染料その他の河川の流水を汚濁するおそれの

あるものが付着した物件を洗浄すること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれのある行為 

２ 市長は、前項の許可をするに当たり、普通河川の管理上必要があると認めるときは、当

該許可に必要な条件を付することができる。 

第５条を削る。 

第６条中「、他の地方公共団体」を「又は他の地方公共団体」に、「前２条」を「前条」

に改め、同条を第５条とする。 

第７条中「第５条」を「第４条」に、「占用料徴収方法」を「占用料の徴収方法（督促手

数料の徴収及び延滞金の徴収を含む。）」に、「を準用する」を「（昭和53年中間市条例第

５号）の例による」に改め、同条を第６条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（占用料の減免） 

第７条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条に規定する占用料を減免すること

ができる。 

第８条第１項中「又は第５条」を削る。 

第９条第１項中「又は第５条」を削り、「占用許可申請書」を「、占用許可申請書」に改

め、同条第２項中「、設計書」を削り、「理由」の次に「の分かる書面等」を加え、同項た

だし書中「工作物」を「、工作物」に改め、「前項」の次に「の占用許可申請書」を加え、



「工事着手期日、竣功期日及び説明書」を削り、「構造図」の次に「及び仕様書」を加え、

同条第３項中「占用の」を「市長は、第４条の」に改める。 

第10条中「又は第５条」を削る。 

第11条第１項中「一」を「いずれか」に、「者に対して」を「ときは」に、「よって与え

た」を「よる」に、「を取り消し、その効力を停止し、」を「の取消し」に改め、「を命

じ、」を削り、「行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移転、除却若しく

は当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設をすること」を

「占用により生じる損害等を防止するために工事の中止、工作物の改築、移転、除去等の必

要な措置をすること」に、「命ずる」を「命じる」に改め、同項第１号中「附した」を「付

した」に、「者」を「とき。」に改め、同項第２号中「者」を「とき。」に改め、同項に次

の１号を加える。 

(３) 中間市暴力団排除条例（平成22年中間市条例第８号）第６条に規定する暴力団員又

は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を利することとなると認められると

き。 

第11条第２項中「次の」を「、次の」に、「一」を「いずれか」に、「条件」を「条例」

に、「又は」を「、又は」に、「命ずる」を「命じる」に改め、同項第３号中「前各号」を

「前２号」に、「場合のほか」を「もののほか、」に改める。 

第12条中「生ずる損害」を「生じる損失」に、「市は」を「、市は」に改める。 

第12条の２中「若しくはこの条例」を「又はこの条例」に、「依る」を「よる」に、「若

しくはこれを履行するも」を「、若しくは」に、「見込」を「見込み」に、「方策を得るこ

とができ」を「見込みが」に、「市長は」を「、市長は、」に、「又は第三者」を「、又は

第三者」に改める。 

第12条の３中「により」を「による」に改める。 

第12条の４中「第７条に規定する占用料及び」を削り、「中間市市税条例」の次に「（昭

和45年中間市条例第33号）」を加える。 

第15条を削る。 

第14条中「一」を「いずれか」に、「若しくは」を「又は」に改め、同条第１号中「から

第５条まで」を「、第４条」に改め、同条を第15条とし、第13条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。 

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 







附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成29年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の中間市普通河川管理条例の規定によ

ってした処分、手続その他の行為であって、この条例による改正後の中間市普通河川管理

条例の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、行為その他の手

続とみなす。 



中間市普通河川管理条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、法令又は条例に特別の定めのあるものを除き、

普通河川における工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制

し、もって公共の福祉に資することを目的とする。 

第１条 この条例は、法令又は条例に特別の定のあるものを除き普通

河川における工事その他の行為を取締り、その利用を規制し、もっ

て公共の福祉に資することを目的とする。 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において普通河川とは、次に掲げるものをいい、当

該普通河川により生じる公共の利益を増進し、又は公害を除去し、

若しくは軽減するために設けられた当該普通河川に附属する工作物

その他の物件又は施設等を含むものとする。 

第２条 この条例で普通河川とは、次に掲げるものをいい、当該普通

河川により生ずる公共の利益を増進し、又は公害を除去し若しくは

軽減するために設けられた堤防、護岸、水利、樋管、閘門、堰等の

付属物を含むものとする。 

(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

（禁止行為） （禁止行為） 

第３条 何人も普通河川に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 第３条 何人も普通河川に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

(１) みだりに普通河川を損傷し、又は流水を閉塞すること。 (１) みだりに普通河川を損傷し又は流水を閉塞すること。 

(２) みだりに普通河川に土、砂利、竹木、ごみ、ふん尿、鳥獣の

死体その他汚物又は廃物等を捨てること。 

(２) みだりに普通河川に土、砂れき、竹木、塵芥、汚物等を放棄

すること。 

(３) 前各号に掲げるもののほか、普通河川の保全又は利用に支障 (３) 前各号に掲げるものの外、普通河川の保全又は利用に支障を



を及ぼす行為をすること。 及ぼす行為をすること。 

（許可を要する行為） （制限行為） 

第４条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。ただし、他の法律等により許可を受けたものは除

く。 

第４条 何人も普通河川に関し、市長の許可を受けなければ次に掲げ

る行為をしてはならない。 

(１) 普通河川の流水を占用すること。 (１) 選別炭による汚水を普通河川に流入させること。 

(２) 普通河川の敷地を占用すること。 (２) 普通河川の流水の清潔、方向、分量、幅員、深浅に著しい影

響を及ぼすおそれのある行為をすること。 

(３) 普通河川の敷地において、工作物を新築し、改築し、又は除

去すること。 

(４) 普通河川の敷地において、土砂又は芝を採取すること。 

(５) 普通河川の敷地において、土地の掘さく、盛土又は切土その

他土地の形状を変更すること。 

(６) 普通河川の敷地において、土、汚物、染料その他の河川の流

水を汚濁するおそれのあるものが付着した物件を洗浄すること。 

(７) 前各号に掲げるもののほか、普通河川に影響を及ぼすおそれ

のある行為 

２ 市長は、前項の許可をするに当たり、普通河川の管理上必要があ

ると認めるときは、当該許可に必要な条件を付することができる。 

２ 市長は、前項の許可に当たり普通河川の管理上必要な条件を附す

ることができる。 



 （占用等の許可） 

 第５条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなけ

ればならない。 

 (１) 普通河川の流水を占用すること。 

 (２) 普通河川の流水を停滞させ若しくは引用し、又は流水の害を

予防するため工作物を設置すること。 

 (３) 普通河川に注水するため工作物を設置すること。 

 (４) 普通河川の敷地に固着し、普通河川に沿い、普通河川を横過

し又はその床下に工作物を設置すること。 

２ 前条第２項の規定は、前項の許可について準用する。 

（国等の特例） （国等の特例） 

第５条 国又は他の地方公共団体が前条に規定する行為をしようとす

るときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。 

第６条 国、他の地方公共団体が前２条に規定する行為をしようとす

るときは、あらかじめ市長に協議することをもって足りる。 

（占用料） （占用料） 

第６条 第４条の許可を受けた者の占用料の額及び占用料の徴収方法

（督促手数料の徴収及び延滞金の徴収を含む。）については、中間

市道路占用料徴収条例（昭和53年中間市条例第５号）の例による。 

第７条 第５条の許可を受けた者の占用料の額及び占用料徴収方法に

ついては、中間市道路占用料徴収条例を準用する。 



（占用料の減免） 

第７条 市長は、特別な理由があると認めるときは、前条に規定する

占用料を減免することができる。 

（許可の期間） （許可の期間） 

第８条 第４条の許可の期間は、５年以内とする。 第８条 第４条又は第５条の許可の期間は、５年以内とする。 

２ （略） ２ （略） 

（許可申請の手続） （許可申請の手続） 

第９条 第４条の規定による許可を受けようとする者は、占用許可申

請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

第９条 第４条又は第５条の規定による許可を受けようとする者は占

用許可申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の占用許可申請書には図面、利害関係者の承諾書（承諾が得

られない場合においてはその理由の分かる書面等）を添付しなけれ

ばならない。ただし、工作物を設置するものにあっては、前項の占

用許可申請書のほか、構造図及び仕様書を添付しなければならな

い。 

２ 前項の占用許可申請書には図面、設計書、利害関係者の承諾書

（承諾が得られない場合においてはその理由）を添付しなければな

らない。ただし工作物を設置するものにあっては、前項のほか工事

着手期日、竣功期日及び説明書、構造図を添付しなければならな

い。 

３ 市長は、第４条の許可をしたときは、占用許可書（様式第２号）

を交付する。 

３ 占用の許可をしたときは、占用許可書（様式第２号）を交付す

る。 



（許可事項の変更） （許可事項の変更） 

第10条 第４条の規定による許可を受けた者が許可申請の内容を変更

しようとする場合においては、あらかじめ、その理由を付して市長

の許可を受けなければならない。 

第10条 第４条又は第５条の規定による許可を受けた者が許可申請の

内容を変更しようとする場合においては、あらかじめ、その理由を

付して市長の許可を受けなければならない。 

（市長の監督処分） （市長の監督処分） 

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、この条例の

規定による許可の取消し若しくはその条件を変更し工作物の操作に

ついて必要な措置をすること又は占用により生じる損害等を防止す

るために工事の中止、工作物の改築、移転、除去等の必要な措置を

すること若しくは普通河川を原状に回復することを命じることがで

きる。 

第11条 市長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規

定によって与えた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはそ

の条件を変更し工作物の操作について必要な措置をすることを命

じ、又は行為若しくは工事の中止、工作物その他の施設の改築、移

転、除却若しくは当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防

止するために必要な施設をすること若しくは普通河川を原状に回復

することを命ずることができる。 

(１) この条例の規定又は許可に付した条件に違反しているとき。 (１) この条例の規定又は許可に附した条件に違反している者 

(２) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。 (２) 偽りその他不正な手段により許可を受けた者 

(３) 中間市暴力団排除条例（平成22年中間市条例第８号）第６条

に規定する暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を

有する者を利することとなると認められるとき。 

２ 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条

例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、

又は措置を命じることができる。 

２ 市長は次の各号の一に該当する場合においては、この条件の規定

による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし又は措置を

命ずることができる。 



(１)・(２) （略） (１)・(２) （略） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要が生じ

た場合 

(３) 前各号に掲げる場合のほか公益上やむを得ない必要が生じた

場合 

（監督処分に伴う損失の補償） （監督処分に伴う損失の補償） 

第12条 前条に掲げる処分により生じる損失の補償について、市は、

その責任を負わない。 

第12条 前条に掲げる処分により生ずる損害の補償について市は、そ

の責任を負わない。 

（代執行） （代執行） 

第12条の２ この条例又はこの条例に基づいて発する命令による義務

を履行せず、若しくは必要の期限内に終了する見込みがないとき、

又はその履行の見込みがないときは、市長は、これを執行し、又は

第三者にこれを執行させることができる。 

第12条の２ この条例若しくはこの条例に基づいて発する命令に依る

義務を履行せず若しくはこれを履行するも必要の期限内に終了する

見込がないとき、又はその履行の方策を得ることができないときは

市長はこれを執行し又は第三者にこれを執行させることができる。 

（代執行に要する費用の負担） （代執行に要する費用の負担） 

第12条の３ 前条の規定による代執行に要する費用は、その義務者の

負担とする。 

第12条の３ 前条の規定により代執行に要する費用は、その義務者の

負担とする。 

（占用料及び執行に要した費用の徴収） （占用料及び執行に要した費用の徴収） 

第12条の４ 前条に規定する費用の徴収については、中間市市税条例

（昭和45年中間市条例第33号）の例による。 

第12条の４ 第７条に規定する占用料及び前条に規定する費用の徴収

については、中間市市税条例の例による。 



（委任） 

第14条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。 

（罰則） （罰則） 

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は５

万円以下の罰金に処する。 

第14条 次の各号の一に該当する者は、１年以下の懲役若しくは５万

円以下の罰金に処する。 

(１) 第３条、第４条又は第10条の規定に違反した者 (１) 第３条から第５条まで又は第10条の規定に違反した者 

(２) （略） (２) （略） 

 （委任） 

 第15条 この条例の実施について必要な事項は、別に定める。 



様式第１号（第９条関係） 様式第１号（第９条関係） 



様式第２号（第９条関係） 様式第２号（第９条関係） 


